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西欧中世の私文書(10-13世紀)

ブノワ＝ミシェル･トック
（岡崎 敦 訳・解題)

中世の人間、少なくとも学識がある人間であれば、多くの時間を書くことに

費やしたものである。彼らは多くのテクストを書いたが、その目的はさまざま

であった。たとえば、聖書や教父の著作、あるいはローマ時代の著作家たちの

文献を筆写したのは、それぞれ、彼らの宗教をよりよく理解するためか、ある

いはラテン語の勉強のためであった。また、歴史書や年代記、あるいはそれに

類する他の著作をまとめたのは、同時代の歴史を語ることが目的であり、多く

の聖人たちの生涯や彼らが仲立ちした奇蹟を報告するのは、信心へと誘うため

である。彼らはまた、規範としたい法を文字であらわしたし、典礼書において、

宗教儀礼のあり方を細かく述べてもいる。しかしながら、彼らは同時に、時期

によってそのやり方はさまざまではあるが、法行為（譲渡、売却、訴訟など）

を、文字資料のかたちで表現しようと努めた。これこそ、ここでの検討の対象

となる「文書」である。

文書のあるものは、教皇や皇帝、王によってか、あるいは彼らの名のもとに

発給された。これらの文書は、教皇についてはブッラ、皇帝や王についてはディ

プロマなどと呼ばれ、伝統的に「公文書」と称される。というのも、これらは

公権力や君主によって発給されているからである。

他のすべての文書は、これに対して、「私文書」と呼ばれている。ところで、

これは大変不幸な表現であり、事実、ほとんどなにも定義されていない。ある

学派は、その対象が私法に属する場合に、問題の文書は私文書であるという。

これらの文書の大多数は、教会への寄進を内容としており、他方で、この行為
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は、今日の法的範疇から見れば、私法に属していることから、この定義は間違っ

ているとはいえない。しかしながら、前記の公文書の大半もまた、教会への寄

進文書なのである。実際、いわゆる私文書は、しばしばなんらかの公権力を有

する公的人物によって発給されるか（領邦君主、司教、都市当局など）、あるい

は公的権威のもとにその効力を保証されていた（公証人）。こうなると、君主の

文書とそれ以外の文書を区別するほうが、よりもっともらしいようにも見える。

とはいえ、伝統的な表現を変えることは難しい。

いずれにせよ、このような文書の数は非常に多い。中世全体について、いっ

たい何通の文書が伝来しているのであろうか。誰にも答えられない問いであり、

概算ですらかなり危ないところであろう。しかしながら、いくつかの数字を提

示することは可能である。たとえば、12世紀末までの時期に、カタロニアでは

約１万通が数え上げられている 。現在のフランスという枠組みでは、1121年以

前のオリジナル文書だけで約５千通存在し、これは伝来している総数の約10％

と見積もられることから、12世紀はじめまでの時期で、おそらく約５万通の存

在が推定される 。チューリンゲンでは、中世全体にわたって、４万通以上と言

われる 。これらの文書は、しかしながら、かなり不 等な状態で伝来している。

保存条件、あるいは史料を伝来させている教会機関が存在する密度、さらには

文字との関係といった諸理由から、ある地方にはかなり多く、別の地方では少

なく現れるのである。時期についても同様で、一般的には、時代が下るほど、

伝来する文書数は多くなる傾向がある。

伝来と保管の諸条件も非常に重要である。伝来のもっともよいやり方は、間

違いなくオリジナルである。なぜなら、これこそ発給者が直接関与した資料で

あり、獣皮紙（あるいは場合によっては、パピルスや紙）も、物理的な状態で、

語られている法行為の時期に利用されたものだからである。時期と地域によっ

て、オリジナルが伝来する文書の割合は、10から90、さらには100％とまちまち

である。コピーの様態は、バラの用紙、ヴィディムス、文書集等へのコピーか

ら、17―18世紀の学者のコピーにいたるまで非常に多様である。これらすべて

のコピーは、その目的や生成、写字生の個人的資質、さらには彼が用いた時間

西欧中世の私文書（10-13世紀)

78



などに応じて、まったく異なるカテゴリーをなしている。また、文書のなかに

は今日、要約や単なる言及というかたちでしか、その存在が伝わらないものも

ある。忘れてはならないことは、書式集のような比較的文書の生成に近接する

史料はもちろん、年代記や立法テクストのような、これからはやや遠い史料類

型もまた、文書の存在を語ることがある。

以下で取り上げるのは、これら私文書の全体であるが、時期については、中

世の全時期ではなく、10―13世紀に限定したい。なぜなら、この時期こそ西欧

中世の核となる時期であり、伝統的なタイプの文書のあり方が変容して、新た

に二つのタイプの文書類型が生み出されたからである。すなわち、印章付の文

書と公証人文書である。

１．10世紀。過去の遺産の重み

10世紀の私文書は、公文書とは明確に異なっている。両者を区別するのは、

形式的諸要素である。公文書の外層的特徴としては、冒頭のクリスモンや縦に

長い書体などがある。内層的特徴については、王文書以外ではゆっくりとしか

導入されない信仰書式、また印章などの法的効力を付与する諸要素、そして文

書の名称などが挙げられる。ちなみに、君主の文書には証人も下署もなく、印

章が付されていた。王文書は長らく印章が付された唯一の文書であったのであ

る。文書の名称については、11世紀末に至るまで、皇帝や王、教皇文書のみが、

preceptum,praeceptio, decretum, auctoritasといった公的権威を表象する

名前で呼ばれていた。ところで、この区別は、書式集においても確認される。

たとえば、マルクルフスの書式集では、王の文書 cartae regalesと卑俗の文書

cartae pagensesが区別されている。さらに、この区別は中世初期の文書集にも

確認することができる。ここでは、一般に、王文書と私文書を別個にまとめて

記載しているのである。それゆえ、この時期には、すなわちおおよそ紀元千年

ごろまでは、公文書と私文書の区別を語ることができるのである。ただし、の

ちに触れるように、司教文書や、やや程度は下がるが、伯文書にも、王文書の

モデルに接近する傾向が現われていた。
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この当時の私文書の外層形式は、一般に非常に簡素で、レイアウトも地味で

あり、書体も丁寧というわけではない。唯一の明確な特徴は、証人の下署であ

る。これらの下署は、教会人をのぞけば（これ自体10世紀末までのことだが）、

自筆ではない。ちなみに、教会人がこの慣行を止めたのは、書く能力を失った

からではなく、上手に書けなくなったためで、写字生がこの点を特筆している

のである 。

内層上の形式は、まず第一に、書式集の利用に拠ることになる。現在複数知

られているのは、一般には６―９世紀に編纂された書式集だが、それらは10世

紀にも筆写され続けていた 。これらの書式集はすべて相互によく似ており、こ

こから、なんらかの共通のもとがあったか、あるいは相互の影響関係が想定さ

れる。しかしながら、現在伝来する写本以外にも、多くの写本がかつて存在し

ていたのである。実際のところ、文字を操る多くのセンターでは、書式が恒常

的に利用されていたのであり、そこには、当然書式集があったわけである。さ

らに興味深いのは、これらの書式はそれ自体が成長するということである。書

式集は、それゆえ生きていて、メンテナンスを受け、更新される道具なのであ

り、閉ざされた集成ではない 。

中世初期の私文書形式論で重要な要素は、証書 charteとノティティア

noticeの区別である。後者は、しかしながら、やや曖昧な用語であり、ここで

は、三人称で編纂される文書形式という意味で使用し、法行為が一人称で語ら

れる証書と区別する。中世初期を通じて、書式集においても文書においても、

証書は譲渡、売買、遺言のために、ノティティアは交換と訴訟のために用いら

れた。交換の際に、三人称という客観的な叙述スタイルが採用されるのは、同

じ内容の二つの文書を作成し、両当事者がそれぞれを持ちあうことが念頭に置

かれたからである。訴訟については、裁判官が、訴訟の当事者との関係で、独

立した立場にあることを示すためであったものと思われる。

ノティティアという用語は、しかしながら、別の意味も有する。よく想起さ

れるのは、「寄進の言及」notitia traditionisと呼ばれる短い文章で、９世紀に

出現する「寄進帳」liber traditionumと呼ばれる書冊のなかにまとめられてい
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る。そこでは、たとえば寄進者や物件の性格や所在、さらには証人の名前といっ

た、法行為の主要なデータのみが記載されているのである。これは、９世紀の

ドイツに見られる史料類型で、ドイツではかなりの成功を収め、その後次第に

他の地域でも見られるようになる 。多くの歴史家は、この「寄進の言及」は、

ここで直接文字化されたもの、すなわち別に存在した文書のコピーではなく、

法行為の直接の記載と えており、私自身も、12世紀のアルエーズ修道院に関

して、同様の事態を確認した。しかしながら、場合によっては、文書オリジナ

ルが別個にあって、その要約が記載されることもありえた。非常に明確なケー

スとしては、805年に行われた、エヒテルナッハ修道院へのゴドトリュードによ

る寄進が挙げられる 。この寄進は、二つの形態で知られている。一つは、完全

な証書の形式であって、11世紀に単葉の用紙に転写され、これがその後装丁に

使われて伝来している。いまひとつは、13世紀のエヒテルナッハ修道院の文書

集である『黄金の書』Liber aureusのなかに見られる「寄進の言及」である。

ただし、この要約は１人称で書かれており、また、この文書集に先行して別の

書き物が存在した可能性もある。これらの「寄進の言及」は、それぞれ独立し

て書かれたのか、それとも失われた証書の要約なのか、どちらが多いのだろう

か。この点はまだ結論が出ていない。しかしながら、この問題が非常に重要で

あることは間違いない。なぜなら、10世紀のドイツからは、この「寄進の言及」

以外では、ほとんど私文書は伝来していないからで、結果として、王文書以外

では、文書が実際のところ、どの程度作成されていたかが問われるからである。

文書を作成していたのは誰なのだろうか。これは常に男性であった。女性が

文書の発給者であったり、女子修道院が受益者であるとしても、文書が女性に

よって書かれることは決してなかった。すべてが男性である文書の作成者およ

び写字生は、また非常にしばしば聖職者であった。一般に、助祭や司祭、その

他非常にまれではあるが、副助祭や読師の場合も見られる。年代の同定が難し

いカロリング期の史料に、『司祭は何を学ばねばならないか』Quae a presbyte-

ris discenda sintという名で知られる作品があり、ここにはすべての教会人
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ecclesiasticiが通じていなければならない事柄が15にわたって列挙されてい

るが、最後に文書と書簡の作成があがっている 。ちなみに、文書の書記とし

て聖職者が独占的な地位を占めていたのは、彼らのみがこの仕事を学んでいた

こと、そして理論的には、彼らはすべて文字を取り扱うことができるはずであっ

たからである。しかしながら、イタリアでは異なる状況が見られる。９世紀の

前半にすでに、書記の一部に俗人の姿が見られ始めるのである。他にも、俗人

の書記を確認できる地域がある。たとえば、カタロニアがそうであるが、そこ

では彼らはイタリアよりはまれな存在であった。さらに注意せねばならないの

は、書記が結婚していることが明らかであったとしても、それは彼らが俗人で

あることを必ずしも示さないことである。とはいえ、何人かの書記は、はっき

りと自分のことを俗人と称している。紀元千年ごろに、助祭であり裁判官でも

あったバルセロナのボンソムなる人物は、俗人書記の養成学校を設けた 。こ

れらの地域の外では、俗人書記はまったくの例外をなす。869年から881年にか

けて、ディジョンのサン＝ベニーニュ修道院のために５通の文書を作成した

Moringus laicusなる人物がいるが、これらの文書はいずれも、オシュレ地方

のエズレという場所に関係したものであって、特殊な例外をなすであろう 。

中世の文書というと、私たちはいつも修道院や教会参事会、その他の教会の

ことを思い浮かべる。実際、非常にまれな例外をのぞけば、この時期について

伝来しているすべての文書は、教会の文書庫に保管されていたものである。し

かしながら、中世初期を通じて、およそ10世紀までの時期には、俗人も文書を

受領していた。彼らもまた、土地を買ったり、受け入れたり、交換したり、訴

訟で勝利したときなどには、文書を準備すべきと えていたのである。この点

は、王文書のなかでももっとも定式性が高く、特権や財産の付与等に用いられ

たディプロマ文書についても該当する。８世紀から12世紀はじめまでの時期に

ついて、伝来するディプロマのおおよそ７％は、俗人が受益者となっている。

９世紀から10世紀にかけては、のちの時代よりもこの割合はずっと大きい。こ

のことは、教会機関ではなく個人のために文書が発給され続けていたことを示
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している。この現象が、この後消滅するとしてもである。フランスに伝来する

オリジナル文書すべてを計算に入れると、伝来する９世紀のオリジナル文書の

四分の一は俗人が受益者であり、10世紀には八分の一という数字が導き出され

る。この数字は、長らく研究者には気付かれないままであった。なぜなら、の

ちに編集された文書集の写字生は、しばしば俗人のための文書など割愛してい

たからである。といっても、常にそうであったわけではない。マコンのサン＝

ヴァンサン教会の文書集では、収録文書の七分の一が俗人のためのものであ

る 。ところで、交換文書やキログラフのような、同文のテクストからなる二

部作成の文書の存在は、俗人が文書に関心を抱いていたことを示しており、こ

のことは、書式集や部族法典でも確認できる。

２．「修道院的」文書

中世初期の大部分の時期を通じて、修道院は、みずからの文書の作成にあたっ

ては、俗人の場合と同じように、誰か聖職者の書記にこれを委ねていた。しか

しながら、修道院が、学識があってラテン語や法律の知識を持ち、文字を操る

ことにたけた修道士を擁するようになると、必要な文書の作成に、彼ら修道士

を用いるようになった。この事態は９世紀に現れたが、地中海地域ではようや

く11世紀という偏差がある。しかし、おおよそ紀元千年ごろから、文書の作成

と管理はもっぱら修道院が担当する時代が始まる。修道院だけが（もちろん司

教座教会もであるが）文書の作成を続け、修道院だけがこれを受領して保管し

ていたのである 。なぜこのようなことが生じたのであろうか。複数の現象が

その原因として提示できるだろう。修道院の外には書記がいなくなったこと、

俗人を受益者とする文書が書かれなくなったこと（ただし、カタロニアにおい

ては、俗人のための文書が存在し続けたことが最近の研究から主張されてい

る）、伝統的な形式の文書が消滅し、新しい文書形式が現れたことなどが挙げら

れる。修道院の外に書記がいなくなったことは、もちろん俗人のための文書が

書かれなくなったことと関係する。しかしながら、この両者の因果関係の順番

をはっきりさせるのは困難である。
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文書形式の変化は、よく知られている。メロヴィング期の書式集は利用され

なくなり、替わって、非常に局地的にしか使われない新しい書式集が現れる。

すべての、あるいはほとんどすべての修道院は、みずから固有の書式集を発展

させた。ときには地域レヴェルで流通した書式集も存在したようだが、その起

源や内容、普及などの問題はなお研究されていない。古い文書類型の区別、す

なわち、寄進や売却には１人称で、交換や訴訟は３人称で文書を編纂するとい

う区別も、以後守られなくなった。ある修道院では、すべての文書を１人称で

作成しているし、別の修道院ではすべてを３人称のノティティアで書いている。

また別の場合には、１人称と３人称が混じった奇妙な形式すら見られる。この

新しい文書形式の代表例は、間違いなく、マルムチエ修道院のノティティアで

あり 、より広くは、ロワール河流域からノルマンディに至る地域全体にわ

たって見られる文書である。マルムチエには、修道院の将来の修道士宛の告示

という形式をとった非常に独特な文書が、数百通伝来しているのである。しか

しながら、これらの動きはどこでも同じように進行したわけではない。北フラ

ンスは、ロワール河流域のノティティアの影響をあまり受けず、わずかに伝来

している文書は、1100年ごろに絶頂期を迎えることになる偉大な司教文書形式

をはやくも予告する定式性を備えている。とはいえ、この地域でも、多くの文

書は修道院で書かれていたのである。これに対して、南ヨーロッパ、とりわけ

イタリアやカタロニア、それからやや程度は低いとはいえ、プロヴァンスやラ

ングドック地方では、修道院が文書の作成を独占するなどということは生じな

かった。これらの地方では、独立した書記が、修道院の外で、文書を作成し続

けていたのである。ここではまた、ノティティアがほとんど見られない。とい

うのも、伝統的な文書形式に忠実であるか（プロヴァンスや、とりわけラング

ドックの場合）、あるいはイタリアでのように、公証人文書が生成したからであ

る。

修道院ノティティアの地域に話しを戻そう。この形式上の変化は、内容の変

化を伴っていた。すでに述べたように、おおよそ10世紀までは、法行為の二つ
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の類型を容易に区別することができる。すなわち、譲渡、売却、あるいは交換

などのような区別である。書式集においても、これらの法行為は明確に区別さ

れていた。形式はいつも非常に簡単である。たとえば、売却文書においては、

売り手は、買い手に売却した物件を正確に述べ、その対価を受け取ったことを

宣言して、この売却については今後ことを構えないことを約束する。文書は証

人の列挙と日付、さらに場合によっては罰則条項によって締めくくられる。文

書自体も、しばしば「譲渡（あるいは）売却文書」cartula donationis ou ven-

ditionisなどのように称されている。しかしながら、10―11世紀以降、法行為は

より複雑なやり方で提示されるようになる。行為の叙述はより詳細にわたり、

網羅・明示の度は越さないようにしてはいても、既存の文書類型は無頓着に混

淆させられている。たとえば、寄進を語っているのに、その対価が示されてい

たり、また、別の史料から判明するのだが、寄進という敬虔な行為が実は裁判

の判決への同意にすぎないことが隠されていたりする。実際には売却であった

り訴訟の結果であったりしたことが、すべて寄進として語られているのである。

かつては、これをもって売却という観念が消滅したのだと評価されたことも

あった。この主張はおそらく行きすぎであろう。単に、売却を寄進に見せかけ

た方が、宗教的な恩恵にあずかるのに有利であるというだけかもしれない。

伝統的な書式集が消滅したことは、もう一つ別の結果をもたらした。ここだ

けというわけではないが、とりわけ、ノティティアが繁茂した西フランスでそ

うなのである（ロワール河流域、ノルマンディ、シャルトル地方など）。この地

方では、文書は非常に叙述的になり、法行為を簡潔に語るのではなく（どこそ

こにある当該物件を、ある条件のもとで譲渡する、という形式）、事件の長い報

告の呈を示している。たとえば、そこでは、寄進者が当該物件を保有するに至っ

た経緯、寄進に同意した親族、受益者となる修道院が闘わねばならなかった権

利請求などが語られる。これは、社会が、カロリング期ほどしっかりと秩序づ

けられなくなったからなのだろうか。このため、困難な問題が多数生じたから

なのだろうか。逆に、文書が、以前の伝統的書式集の枠から抜け出て、現実を

よりよく反映するようになったからだけなのだろうか。後者の場合、法的・社
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会的関係は緊張状態にあるというのがいつも変わらぬ中世社会の現実というわ

けで、文書形式上の変容は、実態の変化を現しているのではないということに

なる。実はこの問題については論争があり、いまだ決着はついていない。

ところで、これら修道院文書は、非常に大きな柔軟性を有していた。つまり、

理論的には一語といえども変更不可能な、のちの印章付文書と異なって、この

文書は、たえず修正や付加、改竄の対象となりえるのである。一つの寄進が行

われ、文書が作成されたとしよう。これに対して異議の申し立てが起こり、な

んとか鎮めたとする。ここでは、最初の文書の下部に、そのことが書き加えら

れるのである。あるいは、新しい別個の文書を作成することもある。この場合、

二番目の文書は、第一の文書への追加というかたちをとるか、あるいはそれを

書き直さないとしても、その内容を収録するので、結果として、第一の文書は

不要となって廃棄されることになる。

これらの文書は確かに私文書である。形式的にも、これらは、３人称の採用

や長い報告調の叙述によって、王文書や教皇文書と区別される（もっとも、フ

ランス王文書はときにはこの私文書形式に接近することがあるが、この場合で

も、王文書は必ず１人称で書かれ、王印璽を付される）。しかしながら、より重

要な点は、これらの文書がいわば内部資料であるという点であろう。これらは、

真の意味では「客観的」な形式の文書ではない。１人称や、場合によっては２

人称が、非常に強く感じられるのだが（マルムチエの場合）、この場合の１人称

とは、法行為の主体ではなく、文書を書いている修道士自身を意味している。

内部資料、すなわち閉ざされた関係者の世界だけで通用する資料は、修道院の

記憶の媒体としてのみ効力を持つに過ぎない。

修道院文書が袋小路に陥って、将来続くことなく消滅したのは、まさにこの

内部資料的性格のゆえなのであった。信頼性をうるためには、文書は、法行為

の当事者の外側から、なんらかの介入を受けねばならない。中世初期に、この

役割を果たしていたのが文書書記であったが、これは消滅してしまった。それ

ゆえ、今やなにか別の存在を見つけねばならない。二つの新しいやり方が作り
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出され、双方ともその後長く利用されていくことになる。すなわち、印章と公

証人である。

３．印章。司教文書から、その一般化へ

司教文書はすでに７世紀から伝来している。この文書類型は、その特別な定

式性、複雑さ、そして長さによって、しばしばはっきりと他の文書から区別さ

れる。大半の私文書には存在しない告示定式がここにはしばしば現れるが、そ

れは、司教が公的権威であるからである。いま一つの特殊性は、自筆の署名が

しばしば見受けられることである。これらは、司教自身や司教座教会の参事会

員からなる。司教文書が非常にしばしば表現しているのは、公的存在としての

司教の活動であるが、逆に、彼が個人や家産に属する財産を俗人や教会と交換

する際には、交換のノティティア形式が採用され、これは他のこの類型の文書

形式となんら変わるところはない。

しかしながら、11世紀以降、司教文書はある変容を遂げた。当初は、形式が

単純化して、他の私文書に近づいていったように見えた。あるいは、これは、

ある特定の地域だけの現象なのかもしれない。というのは、同時期、司教文書

には大きな革新が現われ、その結果、その類型と地位を革命的に変化させるこ

とになるからである。

その第一は、altare譲渡文書の出現である 。altareとは、カトリック教会

において、司祭が聖務、とりわけて聖体の秘跡を執り行うテーブル（祭壇）だ

が、ここでの altareは、拡大された意味で、10世紀末以降、ある制度を意味す

る。すなわち、小教区教会の収入の一部であり、教会当局は、当時、俗人領主

に対して、これら小教区教会を修道院や種々の教会への譲渡を強制しようとし

ていたのであった。結果的に、教会は説得に成功したようで、11―12世紀を通

じて、各司教区では、数百の altareが俗人の手から離れて修道院へとわたった

ことが確認される。少なくとも北フランスではそうである。これらの altare譲

渡の大部分は、司教文書によって告示されており、このことがこの類型の文書

を多く普及させることになった。フランスに伝来するオリジナル文書の資料コ
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ルプスによれば、司教文書は、10世紀の文書数全体の約８％を占めていたが、

11世紀には11％、12世紀はじめには21％に達している。これらの司教文書の大

半は、altare譲渡文書であったのである。

二番目の革新は、印章の採用である。印章は、メロヴィング期以来、王や皇

帝、さらには教皇文書によって用いられていた。しかし、中世初期には、その

他の文書には付されていなかったのである。ところで、印章が徐々に普及して

いく過程で、最初にこれを採用したのは司教であった 。10世紀半ばに、ライ

ン河流域の大司教たちがみずからの文書に印章を付け始めた。トリエルでは、

959年には確実に、恐らくはすでに955年にはこれを用いていた。ケルンでは、

確実には1000年、恐らくは950年にすでに、マインツでも、おそらくは976年に、

印章を採用している。ドイツの他の司教たちが徐々にこれにならった。たとえ

ば、960年代にハルバーシュタット、980年にリエージュといった具合である。

フランスでは、しかしながら、司教たちが文書の有効性を保証するために印章

の採用するには、1040―50年代を待たねばならない。まずランス大司教、つい

でラン、アミアン、カンブレ、ノワイヨン司教と続く。印章は続いて、全キリ

スト教世界に普及していった。その年代はまちまちで、シュバーベンでは1120

年代、イングランドでは1130年代、地中海世界では12世紀後半から13世紀前半

と見積もられる（エクス＝アン＝プロヴァンス大司教の最初の印章利用は1217

年）。

ここでは、以下の三つの点が特別な注意を引く。まず第一に、印章の普及に

関して、どこでもまず司教文書が道を開いたという事実である。司教こそ、「公

的」と見なされうる、そして文字の利用にとりわけて親しんでいた権威主体で

あったからであろう。

他方で、印章の採用は単なる技術的な革新ではない。印章は、文書の価値を

完全かつ革命的に変えたのである。それまで、文書の有効性は、何人かの証人

の名前の記載によって保証されており、文書が法廷において役立つためには（と

いうのも、これこそが文書の第一の存在理由なのであるから）、そこに記載され

た証人がまだ生きていて証言せねばならなかった。証人が死んでしまえば、文
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書は実際のところ、役にたたないのである。確かに、文書はいつでも相手側の

非を突くために利用されえたであろうが、それでも証人の死の前と後で同じ力

を維持したとは言えない。ということは、印章の採用以前には、文書は、証人

とセットでしか、裁判で役に立たないということである。文書は証人によって

承認され、確認されねばならなかったのであった。印章の採用後は、逆に、文

書は、証人の存在や不在とは無関係に、「それ自体として」価値を有するように

なった。それゆえ、これ以降、文書一般は、それまでは王文書だけが持ってい

た特別な資格を分け持つようになったと言えるのである。事実、王文書は、紛

争にあたっては、無条件に立証能力を認められていた。言うまでもないが、王

を証人として召喚するなどありえないのである。ところで、私が、かつて印章

が欠けているという理由から私文書に分類した司教文書を、いまや公文書に分

類するのは、まさにこうした理由からなのである。

最後に、司教文書が開いた道は、多くの、そして実際にはほとんどすべての

文書がたどることになった。まず、司教座教会や修道院などのような、他の教

会組織が印章を有するようになった。しかしながら、俗人もまた文書の有効性

保証のために印章を採用したのである。なかには、その動きが大司教にすら先

行する者がいる。たとえば、バイエルン公は、すでに10世紀はじめにこれを有

していた。ここにはまさしく、王と張り合おうという、そして合体させられて

いたフランク王国から公領全体を事実上独立させようとする意志が感じられ

る。事実、この公領は、長らくほとんど自治と呼び得る状況を享受してきたの

であり、フランク世界との違いを主張していたのであった。フランスでは、11

世紀を通じて、フランドル伯やアキテーヌ公のような領邦君主が印章を手にし

ており、この動きは12世紀を通じてさらに広まった。北フランスでは、1150年

以前にすでに、印章のない文書を発給することは不可能となった。

ところで、もし修道院に財産を寄進したくても、みずから印章を持っていな

いときには、どのようにしたらよいのだろうか。まず、誰か他の者の印章を借

り受けることができた。たとえば、1151年北フランスのペロンヌという都市は、

いまだ印章を有していなかったので、文書発給の際には、在地の参事会教会、
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ペロンヌのサン＝フュルジ教会の印章に頼っていた。文書はそれゆえ、都市の

名前で出されてはいるが、印章は教会のものなのである。ちなみに、ペロンヌ

はこの地方で、もっとも古くみずからの名前で文書を発給した都市である。ま

た、印章を持っている他の者の名前で、文書を発給してもらうこともありえた。

実は、前述のペロンヌの場合には、この文書は、翌年、ノワイヨン司教から印

章付の文書による確認を受け、いわば二重の保証のもとに置かれた 。受益者

は、さらに、複数の法行為を列挙するタイプの文書のなかに、みずからの寄進

を書き込んでもらうこともできた。これは、いわゆるパンカルトと呼ばれる文

書形式で、とりわけシトー会修道院のもとでよく見られるのであるが、しばし

ば数十におよぶ法行為が一つの文書中に列挙されるのである。最後に、印章付

の文書のなかへの記載ではなく、「寄進の言及」の形式での、すなわち独立した

文書としての形ではなく、ただ、冊子のなかに文章を書き込むだけというやり

方もある。

印章付文書は、そもそもは王文書から派生したことから、印章が付されない

文書とは形式上異なる構成を持つ。とりわけ文書の最初に置かれる冒頭定式部

は、より豊かに飾られる。まず神への呼びかけ、発給者の提示が通常通り行わ

れるが、同時に、宛先および挨拶定式、あるいは告示定式も設けられる。アレ

ンガと呼ばれる、多くは宗教的トポスが書かれる箇所は非常にしばしば見られ

る。印章の文章中での予告については、これは非常にゆっくりとしか普及しな

いので、かなり長期にわたって、印章付の文書には印章は予告されていない。

外層上の特徴に関しては、発展経過はさまざまである。11世紀および12世紀前

半の司教文書は、しばしば非常に大きく、格が高い丁寧な書体で書かれている。

領邦君主の文書は、このようなモデルをあまり採用しなかった。その他の文書

については、このような高い定式性維持への努力はまったく見られない。これ

らはかなり小さく、書体もより簡素である。しかしながら、12世紀後半には、

いずれにせよ、司教文書自体も、この簡素化現象の影響を受けていく。文書発

給がより頻繁になると、そのルーティン化が招来されるのである。
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他方、文書はしばしば、文書に固有の書体とは異なる、書物の製作に使われ

る、いわゆる本の書体でも書かれている。12世紀後半を通じて、さらに新しい

書体が現れた。ゴシック草書体がそれで、すぐさま西欧全体に普及していくこ

とになる。かつてはこの書体に大学の影響を想定したこともあるが、むしろ教

皇文書の影響をみるべきではないだろうか。教皇文書こそ、全ラテン世界に普

及し、西ヨーロッパの文化的・知的統一性を維持した例外的な要因の一つであ

るからだが、この点は従来歴史家によって十分強調されてきたとは言えない。

12世紀に確立する印章付文書は、その後の中世、さらにはそれ以後の時期を

通じても、維持され続けた。13世紀になるとすでに、かなり低いランクの領主

も印章を手にしており、さらにはときに平民すらこれを持っていた。法行為の

文字化がますます頻繁になっていた。これは、文書の発給者と潜在的な受益者

がその数をますます増したことにもよるが、同時に、ローマ法と教会法研究の

復活に伴う、学識法の急速な普及が、文字による法権利の維持により頻繁に頼

るようにしむけたこととも関係する。このような状況の結果、司教の委任裁判

官であった司教区判事が、司教にかわって、訴訟だけではなく、訴訟外の事項

をも管轄することが非常によく見受けられるようになった。1230年代から1280

年代に至るまで、各司教区の司教区判事は、毎年数十通の関係の文書、すなわ

ち、第三者の法行為を職権によって告示する文書を発給していた。ちなみに、

1280年代というのは、フランスで、王権による同様の制度が機能を開始する年

代である 。

しかしながら、この司教区判事による私的法行為の告示文書の発給は、すで

に司教によって行われていたことであった。（12世紀後半の）多くの司教文書は、

この訴訟外事項裁治権、すなわち、司教がみずからには関係しない第三者の法

行為を、みずからの権威に基づいて告示する機能に関するものだったのである。

ちなみに、司教の行為が、問題となる法行為が、司教が最終的な責任者である

当該司教区の教会に関係することを根拠とするのかどうかは、微妙な問題で

はっきりしない。しかしながら、ここで重要なのは、12世紀末の段階で、司教
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文書局は、司教には関係しない多くの文書を作成していたという事実である。

一種の代書屋として機能していたのであって、このことは、ランおよびソワソ

ン地方の寡婦産設定文書について、とりわけ明確に証明されたことである 。

文書の世界は、しかしながら、非常に大きな多様性を示していた。文書の類

型は一種類ではないのである。例として、12世紀のアルエーズ修道院（北フラ

ンス）を取り上げよう。この修道院のアーカイヴズには、つぎのようなさまざ

まな類型の文書が伝来していた。

まず第一に、単純な寄進文書。すなわち、発給者と文書に記載される法行為

の主体が同一人物である文書。

第二に、告示あるいは確認文書。すなわち、なんらかの権威主体が、第三者

の法行為を告示、あるいは承認する文書。この場合の、権威主体は、しばしば

司教、あるいは伯だが、領主や都市当局の場合もある。

第三に、いわゆる全般的確認文書。教皇や司教、まれには領主などの権威が、

一連の寄進を列挙して確認するもの。ここでは、法行為は簡潔に要約されてい

る。この文書類型は、ときにパンカルトと呼ばれ、これをよく利用したシトー

会修道院によって普及した。

第四に、ノティティア形式、すなわち３人称で書かれている文書。しかし、

ここでは修道院みずからの印章がしばしば付されており、印章を有していない

個人からの寄進を記載している。

最後に、アルエーズ修道院の文書集には、その最後、第112から138葉の部分

に、寄進帳のような形態で、合計229におよぶ法行為が記載されている。この史

料部分は非常に不 質な様相を呈している。厳密な意味では文書ではないいく

つかの資料、たとえば貢租負担者の言及、ランク別に列挙される修道院リスト

などもあれば、文書の全文コピーもいくつか見られる。後者のいくつかについ

ては、別個オリジナル文書が伝来しており、ここでのコピーが完全なものであっ

たことが確認できる。その他、とりわけ非常に短い文章が見受けられるが、こ

れらは文書の体裁はまったく有していない。しかしながら、このなかには、パ
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ンカルトをはじめとする全般的な確認文書のなかに言及されている法行為も確

認される。以上から、この修道院では、文書を、オリジナルや文書集でのコピー

によって管理しようとしただけではなく、短い文章によって、法行為それ自体

もまた記録に留めようとしたことが推測されるのである。

４．公証人文書

公証人文書の歴史は、イタリアと西欧のその他の地域では大変異なっている。

イタリアでは、末期ローマ帝国の tabellionesと中世初期の notariiとの継続性

の問題が議論のまとだが、恐らくは継続はあったのであろう。というのも、中

世初期を通じて、ランゴバルド時代もフランク時代にも、文字がイタリア社会

において大きな地位を占めていたからである 。一つだけ例を挙げよう。866年

にベネヴェント公アデルキスは、多くの人間が読み書きができるので、みずか

ら文書を書いているという。そして、この事態を憂慮して、書記以外によって

作成された文書にいかなる効力を認めることを禁じたのである。しかしながら、

12世紀頃に、文書の形式が変わって、新しい文書類型が誕生することになるが、

そこでは、書記の姿が背後にしりぞいている。instrumentum publicumと呼ば

れる文書がそうである。同時に、いくつかの文書の裏側に、下書きあるいは要

約のようなものが確認されるようになる。まず、法行為のもっとも重要な内容

が、法行為締結あるいは文書化の注文の際にメモ書きされ、ついで、この情報

をもとに完全な文書の形式が仕立て上げられるのである。これらの要約は、そ

の後すべて文書化されたのだろうか。それともいくつかのものは要約のまま置

かれ、必要な際に要求に応じて文書化されるのを待っていたのであろうか。12

世紀には後者の可能性が確実だが、これがいつまで遡り得るかは確かではない。

いずれにせよ、文書の裏面に要約が記載されるという事態は、すでに９―10世

紀に確認される。

南フランスでは、12世紀末に都市行政の担当者として書記が現れる。彼らは

しばしば notarius consulumとか scriptor consulum、さらにはたとえばマル

セイユの場合のように、どこそこの都市の書記という肩書きをともなっている。

西欧中世の私文書（10-13世紀)

93



彼らは、当該都市の文書の作成も担当するが、同時に、個人のために文書作成

も請け負ったのである。この際、彼らは文書の法的効力保証のために、都市当

局の印章を使い、都市当局の名で行動することもあった。彼らの何人かは、お

そらくイタリアの影響の下、notarius publicusと自称している。彼らは、たと

えば、アルルでは1185年（consulum scriptor）、アヴィニョンでは1186年

（notarius consoulum）に姿を現すが、実際に公証人、すなわち都市権力から独

立した存在としてみずからを確立するためには、13世紀を待たねばならない。

といっても、この時期になっても、彼らは一般に、都市によってその権限を与

えられるのであって、皇帝や教皇からそうされる者はきわめて例外的であっ

た 。

彼らの文書はある特殊性を呈している。法的有効性のしるしが、印章ではな

く、公証人のサインなのである。中世初期にすでに、何人かの書記は彼らが書

いた文書の下に、特別な記号を書いていたが、これはしばしば「私は署名した」

subscripsiという語を変形させた記号であった。これらの記号は、必ず必要であ

るわけではなく、思うに、法的価値も有していなかった。逆に、公証人のサイ

ンとは、各公証人に固有の記号であり、文書の効力を保証するために不可欠の

ものである。各都市は、これらの記号の帳簿を管理し、サインの真正性を通じ

て、文書の真正性を検証することができたのである。しかしながら、イタリア

でと同様に、13世紀半ば以降の公証人は、獣皮紙上にサインのデッサンを付し

た形での文書を、必ずしもいつも作成したわけではない。しばしば、法行為の

もっとも重要な要素だけを帳簿にメモし、必要な場合にしか文書自体は作成し

ないのである。これは、公証人に支払う文書作成料を節約したいという、当事

者たちの要望にそうものであった。

公証人文書は、当時の法関係のあらゆる側面を包含しており、結果として、

際限のないほど多く伝来している。その数を数えること自体不可能である。ち

なみにボチエによると、中世における、都市マルセイユの公証人文書帳簿の数

は全部で1800にのぼり、この数字はエクス＝アン＝プロヴァンスでもほぼ同じ

と見積もられている。
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北フランスやドイツの都市では、もっとも重要な役割を果たしたのは都市当

局であった。いくつかの都市では、12世紀にすでに、みずからの名前のもとに

文書を発給しており、これらには印章が付されていた。そこでは都市は、公的

権威としてみずからを表現しているのである。しかしながら、1135年にケルン

の都市当局が発明した「シュライン文書」、すなわち「箱文書」は特別な興味を

引く。ここでは、都市の高級役人が作成した印章のない法行為のメモが、都市

の箱に保管されるのである。法行為の法的効力を保証するのは、まさに、独立

した場にこれが保管されるということだけである。メモ自体は、単に都市役人

の記憶の媒体というだけにすぎない。のちになると、このメモは、巻物、つい

では冊子に転写されるようになる。この制度は、ほとんど同じやり方で都市メッ

スやその他都市でも確認される。このやり方の変種として、非常にしばしば見

受けられるのがキログラフであり、一つの文書を二部作成し、一部は受益者が、

いま一部は都市のアーカイヴズが保管する。都市によっては、キログラフに印

章を付すところもあるが、そうしない都市もあった。職権による、第三者の私

的な法行為の文書化は、それゆえ、印章付の文書、メモ、キログラフといった、

さまざまな形態をとったのである

結論

印章付文書という形式は、その後数世紀にわたって命を永らえたのであるか

ら、よい未来を約束されていたと言えるであろう。ある意味では、現在でもまっ

たく消滅したわけではない。というのも、たとえば、いくつかの都市では、た

とえ単なるスタンプというやり方であっても、印章を使い続けているからであ

る。公証人文書はといえば、これは、今もなお生きている制度であり、ヨーロッ

パを越えて非常に広範に普及している。

10―13世紀に見られた、私文書作成におけるさまざまな革新は、非常に長い

期間にわたって、影響力を持ち続けた。マルムチエ型のような、11世紀の修道

院ノティティアは、このような野心は持ちえなかった。何人かの歴史家の意見

はともかくとして、この修道院的文書は、公的権威が最大限弱まった時期、修
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道院がみずからの財産を守るためには自分自身を頼るしかなかった時代に対応

していたのである。公的権威秩序が再構築されはじめると、それはすぐさまそ

の刻印を文書の形式にもしるしづけたのである。
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解題

ここに訳出したのは、2005年秋に、中央大学（11月22日）および九州大学（11

月26日）において開催された研究会でのフランス語報告である 。今回、著者自

身が報告原稿に手を入れた。

著者のブノワ＝ミシェル・トックは、1963年、ベルギー王国のナミュールの

生まれで、現在、フランス共和国リル第３大学教授として活躍中の気鋭の研究
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者である。ルーヴァン・カトリック大学にて勉学し、同大学の助手を務めたの

ち、1992年にストラスブール大学講師、2004年より現職である。

1990年にルーヴァン大学に提出された博士論文のテーマは、12世紀アラス司

教文書局研究であった 。学位論文と同時に、同司教文書集も編纂されたが、後

者は権威ある「未刊行史料」シリーズ（19世紀に始まるフランス国家事業）の

一冊として刊行されている 。歴史家としてのスタンスを保ちながら、史料学・

史料論研究にもっとも深く関与している中世史家として、関係の国際学会の常

連報告者の一人でもある。とりわけフランスとドイツの双方の歴史現象や学界

に目配りがきき、ヨーロッパ全体へのまなざしを維持している点は、出自にあ

たるベルギー学界の伝統の後継者としての資質を感じさせる。ただ、フランス

においてポストを得たことが示すとおり、フランスの史料学者たちとの関係は

とりわけ深く、古文書学校や、ナンシー大学付属歴史資料研究所Artemとは、

つねに緊密な関係を保っている 。

今回の研究会は、訳者が代表を務める科学研究費補助の共同研究「西欧中世

比較史料論研究」の活動の一環として開催された。テーマの選定については、

教授の最新の業績の一つが（パリ第１大学に提出された教授資格論文）、中世初

期から盛期にかけての私文書研究であることを念頭においたが 、同時に、西欧

中世史料論の領域で、このテーマが新たな注目を集めていることとも無縁では

ない。序論での指摘のとおり、19世紀的な「公」と「私」の峻別が、中世社会

の多様で柔軟な理解のためには、むしろ障害となる事情が感じられるなか、社

会史の流行ともあいまって、社会秩序が底辺からどのように生成し、維持され

るのかという問題は、現代歴史学の前面に浮上しているのである。

以下、本稿の背景となる学界事情について簡単に解説を加え、最後に、二回

の研究会での質疑応答の内容をまとめて、解題としたい。

本稿の最大の特徴は、従来、寄進帳や公証人文書などの限定された対象にと

どまりがちであった「私文書」問題を、中世を通じての文書の意義と機能の変

容という観点から、統一的に叙述した点にあろう。結果として、中世初期、11―12
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世紀、12世紀中葉以後という三つの時期について、従来異なる問題関心からア

プローチされてきた諸問題が、「在地秩序の維持と文書」をキーワードに、一つ

に連結されたかの印象を与える。

中世初期に関する最大の問題は、当該時期のリテラシーの評価であろう。コ

ミュニケーションや実践的リテラシーとして再定義された問題関心からの一連

の業績に加えて、トックにとってとりわけ重要なのは、文書史料伝来の問題で

ある。フランスにおけるオリジナル文書の網羅的調査の結果、後代の教会カル

チュレールには収録されない俗人文書の一定数の存在を確認した結果として、

中世初期には現在伝来しない相当数の文書が生成していたことが推測され

る 。また、「寄進帳」についても、慎重な言い回しにもかかわらず、これが、

伝来する以上に多数の私文書の存在を告げている可能性が示唆されている。

この問題がきわめて微妙な色彩を呈するのは、史料の存在や証言と、その背

後にある現実との関係が、現在、本格的に問われているからである。本稿の背

景としてまず重要なのは、いわゆる紀元千年変革論争を背景とする一連の議論

である。極端な立場として、バルテルミによる変革の否定説があるが、彼によ

れば、紀元千年から11世紀ごろの史料から検出されると見なされてきた領主制

の形成は、この時期についての事実上唯一の史料作成者である教会人の言説に

すぎない。紀元千年に変容したのは、テクスト言説の意義と観点であって、実

態ではないというのである。この際、想起せねばならないのは、中世初期から

盛期にかけての史料の圧倒的多数が教会に関連するものであるという事実だ

が、これは、生成時の実態を反映するものではなく、伝来過程における選別と

廃棄、管理の欠如の結果に由来することになろう 。

二つ目の問題は、いわゆる封建社会の紛争解決研究である。アメリカ学界か

らの問題提起からヨーロッパ学界、さらには日本学界への受容への状況につい

ては、とりわけ服部良久氏の一連の業績により、ようやく正当な理解を得るこ

とが可能となった 。ここでの問題は、修道院が作成した叙述系ノティスを代表

とする、一連の文書史料の価値である。これらは、その定式性の低さがゆえに、

かつては法的効力を否定されもしたのであった。トックは、この時期の文書史
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料について、一元的な「法的価値」論を放棄した上で（いつでもどこでも通用

する「法的価値」を一般的に語ることはできない）、その政治的効力を留保しな

がらも、これらの「修道院的」文書を「内部文書」と規定する。この判断の背

後には、文書史料は、関係者の間の、場合によっては実態から遊離した表象と

しても存在しうる、という見方が潜んでおり、バルテルミに代表される、史料

の価値と観点に関する認識論的転換が存在することは間違いない 。

同様の発想は、このような在地主義が克服されていく過程で、司教文書が担っ

た意義を 察する際にも、色濃く現われる。トックの学位論文は、12世紀の北

フランスの司教文書研究であったが、その内容こそ、いわゆる altare譲渡なの

であり、公的権威としての司教権再構築の表象として、司教文書の形式的進化

が理解される 。印章が付され、形式がスタンダード化されるという、そこで

準備された文書形式上の動きこそ、次の時代を予告するのである。

最後に議論される、新しい私文書のあり方についても、トックの議論は旧来

の図式にとどまらない射程を提示してくれる。ここでは、定番の公証人文書よ

りも、当局による第三者の法行為の告示（訴訟外裁治権）や、都市による法行

為記録の管理に焦点があたっているのである 。ここでの問題は、一方では、

印章づきの規格化された形式を本質とする文書の一般化現象であり、他方では、

当局による登記の生成あるいは復活である。後者の問題は、とりわけ重要であ

るように思われる。ローマ的制度であった都市登記簿 gesta municipalisの消

滅以後、西欧社会は、権利証書を当事者が保管して、権利請求にあたってはみ

ずからが行動せねばならない「当事者主義」の社会に移行したと理解されるが、

これは、王権も権利証書の発給をもっぱらとし、控えをとる慣行を欠いていた

ことと表裏一体の関係にあった。これに対して、王権を初めとする公的権威が、

いわば住民サーヴィスとして、私的な法行為の保証に乗り出す意義は、社会と

国制のあり方自体の変容として、大きな研究の射程を有している。同時に、こ

の問題系は、法行為や文書の生成のみならず、その管理という側面の決定的重

要性を告げており、近年日本でも、そして西欧でも高まっているアーカイヴズ

史（文書管理の歴史）との問題関心の共有と研究協力が期待されるのである 。
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そして、この領域においても、トックが、最前線に位置することは、昨年彼が

日本で行ったいまひとつの講演のテーマが、西欧中近世のアーカイヴズであっ

たことに端的に現われている 。

総じて、本稿は、従来の研究が陥りがちであった法制的一元論からの脱却が

強く志向されていたように思われる。文書形式学という学問は、その性格上、

法制史との関わりが深く、一時はほとんど合体するかにみえたことすらあった。

最終稿では、その部分は削除されているが、口頭報告において、私文書研究は、

法制史としてではなく、あくまでも文書の形式と価値の問題として取り扱われ

るべきであると強く主張されていたことを、敢えて付け加えておきたい。

本稿がその母胎となった二つの研究会では、報告後、以下のような質疑が行

われた。

中央大学での研究会では、まず印章の普及過程とその背景が議論となった。

ライン地方の司教座間の伝播は、当然その前提として帝国教会制下の人的ネッ

トワークの重要性を想起させる。トックは、さらに、文書形式上の「地域」や

相互関係といったものは語りうるのかと問い、同様の問題関心に基づく共同研

究の重要性を力説した。二つの問題は、すでに触れた中世初期から盛期の俗人

文書の評価についてである。イタリアをはじめとする地中海世界においては、

一定度その存在が確認される、修道院外の文書の世界は、北部ヨーロッパにお

いては、本当に存在しなかったのであろうか。ここでのトックの対応は、さま

ざまな議論の存在は承知はしているとしながらも、あくまで伝来する史料から

の議論に終始し、慎重な姿勢を崩すことはなかった。「構築主義」に類する言説

は、ときに「史料の不在」を「実態の隠ぺい」の証拠として提示するなどの極

端に走っていることを想起すれば、この種の問題は、もっとも取り扱いが困難

なものの一つと言わねばならないであろう。

九州大学においては、議論は、私文書の形式と価値について集中した。まず、

キログラフについての質問に答えて、トックは、この文書形式の出現と利用は、

公権力の弱体化などとは無関係であり、あくまで偽作を防ぐための多様な手段
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の一つとして、いついかなる状況でも採用されえた点を強調する。問題なのは、

「文書の力」の評価なのである。他方、三人称での記載という点では、ノティティ

アの意義について議論が沸騰した。寄進帳やカルチュレールの価値について語

るためには、文書オリジナルの再検討が必要である。すなわち、印章の普及以

前においては、文書の価値は証人をはじめとする他のさまざまな要因との関係

でしか決まらず、結果として、同時期の冊子への記載は、紛争時におけるなん

らかの効力を持ちえたことが想定できる。ここでは、文書の「オリジナル」の

意義自体が、のちの時代とは異なる観念のもとに 察されねばならない。最後

に、中世初期においてすでに、「偽」文書の判定が問題となっていたことはよく

知られており、関連して、偽作は重大な罪であるという認識が存在した点が参

加者から喚起された。少なくとも、中世盛期以後は、「重大な公的権威の侵害」

として理解されていたのである。しかしながら、ここでの「公」を、近代に固

有の「国家主権」にすべて帰させてはならない。本質的には民間業者である公

証人が「公」と形容されているように、ここでもまた、「文書の力」の評価が問

題である。問われるべきは、このような秩序意識である「公」を、誰がみずか

らの内に回収することができたのかという問題であろう。王権や教皇庁だけで

はなく、司教や都市当局等も、その担い手として現われるのである。

最後に、過大な要求にもかかわらず、こころよく研究会での報告、ならびに

原稿の作成をお引き受けいただいたトック教授に、あらためて御礼を申し上げ

る。教授は、質疑の場においても、しばしば性急な結論を要求しがちな私たち

参加者からの質問に対して、終始、慎重ななかにも、誠実なご対応で一貫され

た。

注

(１) 原題はフランス語で、Les actes prives du X au XIII siecleである。中央大学にお

ける研究会は、同大学文学部の杉崎泰一郎教授のご好意により実現した。この場をかり

て、あらためて厚く御礼申し上げる。なお、両研究会では、多数の図像資料がプロジェ

クターで映写され、内容の理解を助けた。
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(２) 原注（16）の文献。

(３) TOCK,B.-M.,ed.,Les chartes des eveques d’Arras (1093-1203),Paris,1991.

(４) 原注（１）に掲げられている文書形式学の教科書は、古文書学校文書形式学講座教授

ギヨジャナンほかとの共著である。また、Artemとの共同研究は、原注（３）のほか、

以下のような編著に結実している。PARISSE,M.,PEGEOT,P.et TOCK,B.-M.,ed.,

Pancartes monastiques des XI et XII siecles.Table ronde organisee par l’ARTEM,

6 et 7 juillet 1994,Nancy,Turnhout,1998;GASSE-GRANDJEAN,M.-J.et TOCK,

B.-M.,ed.,Les actes comme expression du pouvoir au Haut Moyen Age.Actes de la
 

Table Ronde de Nancy, 26-27 novembre 1999,Turnhout,2003.

(５) TOCK,B.-M.,Scribes, souscripteurs et temoins dans les actes prives en France

(VII -debut XII siecle),Turnhout,2005.さらに、ルーヴァン大学編「史料類型」シ

リーズで担当する「私文書」の巻が出版間近である。

(６) TOCK,B.-M.,L’acte priveen France,VII -milieu du X siecle,dans Melanges
 

de l’Ecole française de Rome, Moyen Age, 111, 1999, pp.499-537.NOIZET,H., La
 

transmission de la documentation diplomatique de Saint-Martin de Tours anterieur
 

a 1150,dans Histoire et Archives,17,2005,pp.7-36も興味深い。

(７) 紀元千年の変革」論争については、原注（15）に掲げられた文献のほか、以下のもの

を参照。L’an mil. Rythme et acteurs d’une croissance, dans Medievales, 21, 1991;

BISSON,T.N.,The“Feudal Revolution”,in Past and present, 142,1994,pp.6-42;

BARTHELEMY,D.,Debate.The“Feudal Revolution”.I,in ibid.,152,1996,pp.196-

205;WHITE,S.D.,Debate.The“Feudal Revolution”.II,in ibid., pp.205-223.

(８) 服部良久「中世ヨーロッパにおける紛争と紛争解決―儀礼・コミュニケーション・国

制―」（『史学雑誌』113-３、2004年、60-82頁）；服部良久「中世ヨーロッパにおける紛

争と秩序―紛争解決と国家・社会―」（『史林』88-１、2005年、56-89頁）；同編訳『紛争

のなかのヨーロッパ中世』（京都大学学術出版会、2006年）

(９) これらの諸問題については、1996年に古文書学校で開催された研究集会の会議録所収

の論文、とりわけ、原注（14）に掲げられたギヨジャナン論文が論点を総括している。

同時に、MORELLE,L.,Histoire et archives vers l’an mil:Une nouvelle《mutation》?,

dans Histoire et Archives, 3, 1998, pp.119-141も参照のこと。さらに大きな観点から

は、GEARY,P.J.,Phantoms of Remembrance. Memory and oblivion at the End of
 

the First Millennium, Princenton,1994.なお、日本語では、岡崎敦「11世紀北フラン

スに文書史料の危機はあったか―パリ司教座教会の場合―」（『西洋史学論集』37、1999

年、１-21頁）も参照のこと。

(10) TOCK,B.-M.,Altare dans les chartes françaises anterieures a 1121,dans Roma,

magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Melanges offerts au Pere L.E.Boyle a
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l’occasion de son 75 anniversaire, ed.par J.HAMASSE,Louvain-la-Neuve,1998,

pp.901-926.なお、岡崎敦「中世盛期パリ地方における修道院の小教区所有と司教裁治権」

（『史学雑誌』104編７号、1995年、37-73頁）も参照のこと。司教文書全般については、

HAIDACHER, C. et KOFLER, W., ed., Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor
 

1250/La diplomatique episcopale avant 1250. Referate zum VIII. Internationalen
 

Kongreßfur Diplomatik,Innsbruck,27.September-3.Oktober 1993,Innsbruck,1995

所収の各論文も参照。

(11) トック自身の都市文書については研究は、TOCK,B.-M.,La diplomatique urbaine
 

au XII siecle dans le Nord de la France,dans La diplomatique urbaine en Europe
 

au Moyen Age. Actes du congres de la Commission Internationale de Diplomatique

［Gand,1998］,ed par W.PREVENIR et T.DE HEMPTINNE,Louvain-Apeldoorn,

2000, pp.501-522. 教会訴訟外裁治権と司教については、原注以外に、GUYOTJEAN-

NIN,O.,Juridiction gracieuse ecclesiastique et naissance de l’officialiteaBeauvais

(1175-1220),dans A propos des actes d’eveques.Hommages a L.Fossier,ed.par M.

PARISSE,Nancy, 1991, pp.295-310および岡崎敦「パリ司教と教会訴訟外事項裁治権

（12世紀）」（『七隈史学』４、2003年、１-17頁）、ドイツの「シュライン文書」について

は、林毅（訳・解説）「ケルンのシュライン文書」（『西洋法制史料選 II中世』所収、創文

社、1978年、233-237頁）をそれぞれ参照のこと。

(12) 日本では、とりあえず、安藤正人/青山英幸編『記録史料の管理と文書館』（北海道大

学図書刊行会、1996年）；高木俊輔/渡辺浩一編『日本近世史料学研究：史料空間論への

旅立ち』（北海道大学図書刊行会、2000年）；渡辺浩一『まちの記憶―幡州三木町の歴史

叙述―』（清文堂、2004年）、欧米では、La conservation des manuscrits et des archives
 

au Moyen Age.Actes du XI colloque du Comiteinternational de paleographie latine,

octobre 1995, dans Scriptorium, 1996; KOSTO, A. J. and WINROTH, A., ed.,

Charters, Cartularies, and Archives: The Preservation and Transmission of Docu-

ments in the Medieval West. Proceedings of a Colloquium of the Commission
 

Internationale de Diplomatique(Princeton and New York,16-18 September 1999 ),

Toronto,2002を挙げておこう。

(13) 西欧中近世におけるアーカイヴズ（６-18世紀） Les Archives au Moyen Age et aux
 

Temps modernes(VI -XVIII siecle)と題する報告は、11月20日（国立歴史民俗博物

館）、同27日（九州大学）にて、それぞれ行われた。この報告についても、日本語版の公

表を予定している。
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史料１：テルアンヌ司教ディディエ文書（1184年）

この文書は、配慮をもって作成されているとはいえ、豪華さには欠ける。テクストには大

きな行間がなく、書体も、文書のというよりは、むしろ本の書体を想起させるものである。

したがって、レイアウトよりも、テクストそれ自体が重要視されているといえる。

この文書は、有効性保証のためのしるしを二つ有している。まず第一に、もっとも普通の

手段で、12世紀の北フランスにおいて必須の条件であった印章である。ここには、印章は二

つ付されている。一つは、写真左下に見える獣皮紙の帯に付されているもので、テルアンヌ

司教の印章である。司教文書にはかならず司教の印章が付されなければならなかった。いま

一つは、現在失われているが、ショック修道院長のものであった。写真の右下に、印章を接

着するための獣皮紙の帯を通す切り込みが見える。

有効性を保証するために採用されたもう一つの手段は、キログラフである。本文中でも述

べたが、同一の獣皮紙上に二つの同文のテクストを準備し、これらの間に銘文を書いたあと、

銘文の真ん中で、用紙を二つの部分に切り分けるのである。この文書では、写真の左側に、

銘文として書かれた文字が、上から CIROGRAPhUM と読める。これは、同一の文書が２通

作成され、一つはショック修道院、いま一つは、文書で告示されている協約のもう一方の当

事者であった、司祭某の手に渡されたことを示しているのである。両当事者は、一つの文書

をそれぞれ一通ずつ持ち合ったのである。都市の文書の場合には、キログラフは、一通は受

益者に手渡されるが、もう一通は都市当局が証拠書類として保管する。
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史料２：ポンチウ大助祭ラウル文書（1204年）

この文書は、先の文書とは異なり、有効性保証の手段としては、まったく古典的な体裁を

示している。すなわち、文書の発給者である大助祭の印章しかないのである。残念ながら、

この印章は現在失われている。

他方、採用された書体は、典型的な文書書体である。文字本体から上下に延びる線が非常

に強調されており、行間も非常に大きい。文書テクストはかなり短いものであって、ここで

は、文書の価値を高めるためのレイアウトに、大きな配慮が払われているといえる。用いら

れている書体はゴシック草書体で、教皇文書による影響のもとで成立したものであるが、12

世紀末以降、もっともエレガントな専門家仕様の文書書体として、非常によく利用された。
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